
本人確認書類（写）添付台紙 
税務関係の手続きにおいてマイナンバー（個人番号）を記載した書類を提出するときは、以下に示

す本人確認書類（番号確認書類と身元確認書類）の提示又は写しの添付が必要となります。 

郵送提出など税務職員面談による提出以外の方は、写し（コピー）の添付が 
必要ですので、この台紙をご利用ください。 
※本人確認書類（番号確認書類と身元確認書類）をコピーしただけのものでも結構です。 

（マイナンバーを記載した書類と一緒に提出してください。） 

住 所  
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マイナンバーカードをお持ちの方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）番 号 確 認 書 類 と は・・・ 
《マイナンバーを確認できる書類》 

● 通知カード 
● マイナンバー記載の住民票の写し  
● マイナンバー記載の住民票記載事項証明書 

（注２）身 元 確 認 書 類 と は・・・ 
《本人に間違いないことを確認できる書類》 
（１枚で確認できるもの） 
● 運転免許証 ● パスポート ● 身体障害者手帳 
● 在留カード ● 児童扶養手当証書 
● 国民年金手帳 ● 公的医療保険の被保険者証（国 

民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険の被保険者証など） 

● 柳井市が氏名、住所又は生年月日を印字して交
付（送付）した市民税・県民税の申告書など 

（２枚必要なもの） 
● 住民票の写し ● 戸籍謄本又は抄本の写し など 

  ※代理提出の場合は、提出すべき本人の個人番号が確認できる書類と、代理人の身元確認書類及び委任状などの
代理権の確認できるものの提示又は写しの添付が必要です。 

原本を貼ることのないように 
ご注意ください。 

 

身元確認書類の写し（コピー） 

（2 枚目） 

   ※２枚必要な方は、こちらにも貼り付
けてください。 

 

（注２） 

 

 

マイナンバーカード（おもて面） 

の写し（コピー） 

 

※マイナンバーカードは本人確認書類です。 

 

マイナンバーカード（うら面） 

の写し（コピー） 

 

 

身元確認書類の写し（コピー） 

（1 枚目） 

※運転免許証などの写し 

住所、氏名などの変更手続きをされ
た方の運転免許証は、うら面も写し
（コピー）を貼り付けてください。 

 

番号確認書類（通知カード（おもて面）） 

の写し（コピー） 
（注１） 

（注２） 

 


